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（３）区との要援護者協定の締結             （平成２７年１２月１日現在） 
町会名 要援護者協定 

玉川町会 済 
瀬田町会 予定なし 
用賀南町会 検討中 
用賀町会 予定なし 
上用賀町会 予定なし 
馬事公苑前ハイム管

理組合 
済 

 
 
（４）会議の実施                    （平成２７年１２月１日現在） 

町会名 会議の実施 回数（年間） 
玉川町会 町会防災部会 ５ 
瀬田町会 地区防災担当者会議 ２ 
用賀南町会 町会防災訓練会議 ３ 
用賀町会 役員会 １ 
上用賀町会 町会防災部会議 ３ 

町会避難所担当者会議 １１ 
馬事公苑前ハイム管

理組合 
防災対策委員会 １２ 
防災訓練実行委員会 数回 

 
 
（５）防災マップ、マニュアルの作成           （平成２７年１２月１日現在） 
町会名 防災マップ 防災マップの記載項目 マニュアル等 
玉川町会 作成済 一時集合所・広域避難場

所・避難所・街路消火器・

震災用井戸・トイレ・公

衆電話・ご近所広場 

検討中 

瀬田町会 予定なし  
 

予定なし 

用賀南町会 用賀地区防災マッ

プ（３町会合同） 
※２８年３月完成 

時集合所・広域避難場

所・避難所・病院・救護

所・役所関係施設・町会

掲示板・公園等 

検討中 

用賀町会 用賀地区防災マッ

プ（３町会合同） 
※２８年３月完成 

一時集合所・広域避難場

所・避難所・病院・救護

所・役所関係施設・町会

掲示板・公園等 

検討中 
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II 各団体の防災活動～現在の取り組み状況～  

 

1．集計表  
 
防災対策・備蓄状況等の把握（調査）を実施した。以下、「防災訓練の実施」「要配慮

者支援の実践」「区との要援護者協定の締結」「会議の実施」「防災マップ、マニュアル

の作成」「防災士、防災リーダー」「他団体との協力」「防災時連絡手段」について整理

している。 
 
（１）防災訓練の実施                  （平成２７年１２月１日現在） 

町会名 防災訓練の内容 回数 実施場所 
玉川町会 避難所運営訓練 １ 二子玉川小学校 

防災訓練 １ 二子玉川公園 
瀬田町会 避難所運営訓練 １ 瀬田小（中）学校 
用賀南町会 救急救命講習会 １  

防災訓練 
 
 
 

４ 

用賀神社社務所、用賀

２丁目クレサ用賀、首

都高速３号線高架下、

玉川台公園 
用賀町会 避難所運営訓練 １ 京西小学校 
上用賀町会 避難所運営訓練 

 
２ 

用賀小学校 
用賀中学校 

救急救命講習会 １  
馬事公苑前ハイム管

理組合 
防災訓練 
 

１ 
馬事公苑前ハイム 

 
 
（２）要配慮者支援の実施                （平成２７年１２月１日現在） 

町会名 要配慮者支援 
玉川町会 日頃からの見守り活動 
瀬田町会 特に実施していない 
用賀南町会 地域内にいる住居等検討中 
用賀町会 特に実施していない 
上用賀町会 日頃からの見守り活動 
馬事公苑前ハイム管

理組合 
防災対策委員会で対策協議中 

 

用賀－26
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（３）区との要援護者協定の締結             （平成２７年１２月１日現在） 
町会名 要援護者協定 

玉川町会 済 
瀬田町会 予定なし 
用賀南町会 検討中 
用賀町会 予定なし 
上用賀町会 予定なし 
馬事公苑前ハイム管

理組合 
済 

 
 
（４）会議の実施                    （平成２７年１２月１日現在） 

町会名 会議の実施 回数（年間） 
玉川町会 町会防災部会 ５ 
瀬田町会 地区防災担当者会議 ２ 
用賀南町会 町会防災訓練会議 ３ 
用賀町会 役員会 １ 
上用賀町会 町会防災部会議 ３ 

町会避難所担当者会議 １１ 
馬事公苑前ハイム管

理組合 
防災対策委員会 １２ 
防災訓練実行委員会 数回 

 
 
（５）防災マップ、マニュアルの作成           （平成２７年１２月１日現在） 
町会名 防災マップ 防災マップの記載項目 マニュアル等 
玉川町会 作成済 一時集合所・広域避難場

所・避難所・街路消火器・

震災用井戸・トイレ・公

衆電話・ご近所広場 

検討中 

瀬田町会 予定なし  
 

予定なし 

用賀南町会 用賀地区防災マッ

プ（３町会合同） 
※２８年３月完成 

時集合所・広域避難場

所・避難所・病院・救護

所・役所関係施設・町会

掲示板・公園等 

検討中 

用賀町会 用賀地区防災マッ

プ（３町会合同） 
※２８年３月完成 

一時集合所・広域避難場

所・避難所・病院・救護

所・役所関係施設・町会

掲示板・公園等 

検討中 
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II 各団体の防災活動～現在の取り組み状況～  

 

1．集計表  
 
防災対策・備蓄状況等の把握（調査）を実施した。以下、「防災訓練の実施」「要配慮

者支援の実践」「区との要援護者協定の締結」「会議の実施」「防災マップ、マニュアル

の作成」「防災士、防災リーダー」「他団体との協力」「防災時連絡手段」について整理

している。 
 
（１）防災訓練の実施                  （平成２７年１２月１日現在） 

町会名 防災訓練の内容 回数 実施場所 
玉川町会 避難所運営訓練 １ 二子玉川小学校 

防災訓練 １ 二子玉川公園 
瀬田町会 避難所運営訓練 １ 瀬田小（中）学校 
用賀南町会 救急救命講習会 １  

防災訓練 
 
 
 

４ 

用賀神社社務所、用賀

２丁目クレサ用賀、首

都高速３号線高架下、

玉川台公園 
用賀町会 避難所運営訓練 １ 京西小学校 
上用賀町会 避難所運営訓練 

 
２ 

用賀小学校 
用賀中学校 

救急救命講習会 １  
馬事公苑前ハイム管

理組合 
防災訓練 
 

１ 
馬事公苑前ハイム 

 
 
（２）要配慮者支援の実施                （平成２７年１２月１日現在） 

町会名 要配慮者支援 
玉川町会 日頃からの見守り活動 
瀬田町会 特に実施していない 
用賀南町会 地域内にいる住居等検討中 
用賀町会 特に実施していない 
上用賀町会 日頃からの見守り活動 
馬事公苑前ハイム管

理組合 
防災対策委員会で対策協議中 

 

用賀－27
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（８）防災時連絡手段                  （平成２７年１２月１日現在） 
町会名 防災時連絡手段 

玉川町会 連絡網を作成している 
瀬田町会 連絡網を作成している 
用賀南町会 町会内電話で連絡（役員のみ） 
用賀町会 特になし 
上用賀町会 連絡網を作成している 
馬事公苑前ハイム管

理組合 
連絡網を作成している 
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町会名 防災マップ 防災マップの記載項目 マニュアル等 
上用賀町会 用賀地区防災マッ

プ（３町会合同） 
※２８年３月完成 

一時集合所・広域避難場

所・避難所・病院・救護

所・役所関係施設・町会

掲示板・公園等 

検討中 

馬事公苑前ハイム管

理組合 
予定なし  予定なし 

 
 
（６）防災士、防災リーダー               （平成２７年１２月１日現在） 

町会名 防災士、防災リーダー 人数 
玉川町会 防災士 ５ 

地域防災リーダー ３ 
瀬田町会 防災士 ３ 
用賀南町会 防災士 ２ 

地域防災リーダー ２ 
用賀町会 防災士 １ 

地域防災リーダー １ 
上用賀町会 防災士 ２ 
馬事公苑前ハイム管

理組合 
把握していない 把握していない 

 
 
（７）他団体との協力                  （平成２７年１２月１日現在） 

町会名 他団体との協力 
玉川町会 なし 
瀬田町会 なし 
用賀南町会 用賀３町会合同（用賀地区防災マップ作成） 

用賀町会 

上用賀町会 用賀３町会合同（用賀地区防災マップ作成）、 
ＹＣＣ（ようがコミュニティクラブ）、用賀商店街振興組合、 
ベネッセ 

馬事公苑前ハイム管

理組合 
なし 

 
 
 

用賀－28
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（８）防災時連絡手段                  （平成２７年１２月１日現在） 
町会名 防災時連絡手段 

玉川町会 連絡網を作成している 
瀬田町会 連絡網を作成している 
用賀南町会 町会内電話で連絡（役員のみ） 
用賀町会 特になし 
上用賀町会 連絡網を作成している 
馬事公苑前ハイム管

理組合 
連絡網を作成している 
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町会名 防災マップ 防災マップの記載項目 マニュアル等 
上用賀町会 用賀地区防災マッ

プ（３町会合同） 
※２８年３月完成 

一時集合所・広域避難場

所・避難所・病院・救護

所・役所関係施設・町会

掲示板・公園等 

検討中 

馬事公苑前ハイム管

理組合 
予定なし  予定なし 

 
 
（６）防災士、防災リーダー               （平成２７年１２月１日現在） 

町会名 防災士、防災リーダー 人数 
玉川町会 防災士 ５ 

地域防災リーダー ３ 
瀬田町会 防災士 ３ 
用賀南町会 防災士 ２ 

地域防災リーダー ２ 
用賀町会 防災士 １ 

地域防災リーダー １ 
上用賀町会 防災士 ２ 
馬事公苑前ハイム管

理組合 
把握していない 把握していない 

 
 
（７）他団体との協力                  （平成２７年１２月１日現在） 

町会名 他団体との協力 
玉川町会 なし 
瀬田町会 なし 
用賀南町会 用賀３町会合同（用賀地区防災マップ作成） 

用賀町会 

上用賀町会 用賀３町会合同（用賀地区防災マップ作成）、 
ＹＣＣ（ようがコミュニティクラブ）、用賀商店街振興組合、 
ベネッセ 

馬事公苑前ハイム管

理組合 
なし 

 
 
 

用賀－29
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検討項目 分類 課題 

地区防災計画の今後の対応と

して記載すべき事項の抽出 

① 防災に無関心であることは「地域に無関心」な態度の現れで
あることから、住民と行政が一体となった「交流の場」を、より

拡張する。また、既に地域にある「おやじの会」等を活用する 

② 地区の中で防災リーダーが育つ、あるいは継承されていく環
境を作る 

③ 地区の特徴に応じて住民自身が準備する防災対策とは別
に、行政側から「避難所運営の標準マニュアル」等を提供す

る 

④ 自主防災組織の活動が地区内で広がっていくための支援
を、行政側がどのように行うかを整理し、効果的に実践する

関係を構築していく必要がある。 

・世田谷区の火災延焼の危険性と初期消火に失敗した場合

の深刻な影響（区内の消防力と道路閉塞を考えると、消防

車両の到着は相当遅れる） 

・避難所に対する誤解（十分な備蓄品やスペースはない） 

・避難所が地区防災の拠点となることの理解不足 

・「避難所は避難者自身が運営する」という原則の理解 

・町会加入率のアップ 

・地区住民全員の安否確認方法 

・避難所の拡充（公的施設の避難所指定） 

⑤ 発災時の自主防災組織の活動を行政側から支援する取組
の一層の強化が必要（実災害の教訓を踏まえた避難所運営

訓練等） 

⑥ 各家庭や自主防災組織で、災害への備えが進むよう、公費
で補助する（耐震強化） 
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III 地区における課題と今後の取り組み  

 

1．用賀地区における課題  
平成２６年～２８年と防災塾を実施し、地区が抱える防災の課題を「住民・事業者（教

育機関を含む）・区」のそれぞれの立場で抽出し、地区防災計画に記載すべき事項として整

理した。 
 

検討項目 分類 課題 

防
災
塾
の
結
果
か
ら 

住民の 

視点 

住民自身 ① 普段の交流がない（例：高層マンションの住民との交流） 
② 防災意識の欠如（地区にある消火器の位置を把握していな
い。資機材の使用方法を理解していない） 

③ 既に地域にある組織（おやじの会等）を災害時に上手く利用
できていない 

④ 避難所運営におけるリーダー的存在が必要 

⑤ 避難所に避難しないで済むための備え（備蓄品、耐震工事
等）が必要 

⑥ 避難所の役割を理解していない（避難所は、情報や物資の
拠点。避難者が自立的に運営する仕組みづくりが必要） 

⑦ 町会の加入率が低く、安否情報が限られる 

⑧ 訓練の参加者が少ない（訓練に参加せず、慣れていない為
救助方法によっては二次被害の危険性がある） 

⑨ 火災延焼予防の対策（消火器設置、ブレーカーを落とす避
難する等） 

⑩ 地区住民単位で安否情報の共通 

⑪ 訓練内容の工夫（現状はマニュアル読んで終わり） 
⑫ 避難所運営方法を理解していない（中には、お客様のように
避難して来る住民がいる） 

対事業者 

（教育機関を

含む） 

① 地域に対する意識が低い 

② 安否確認等の協力体制 

③ 防災教育の推進 

対行政 ① 道路整備（避難経路を中心に） 
② 町会加入への指導 

③ 耐震強化等の補助金の支援 

④ 同意者名簿や要配慮者支援の整備 

⑤ 避難所ルールは、それぞれの避難所で考えるのではなく、
区としての指針を示す 

⑥ 研修・訓練の支援 

事業者の 

視点 

事業者自身 ① 地域の情報をあまり知らない 

対住民 ① 町会、事業者等が連携した防災体制の構築 

対行政 ① 避難所になっていない公的施設（公園、学校等）を避難所と
して開放し、数を増やす 

用賀－30



 

31 
 

検討項目 分類 課題 

地区防災計画の今後の対応と

して記載すべき事項の抽出 

① 防災に無関心であることは「地域に無関心」な態度の現れで
あることから、住民と行政が一体となった「交流の場」を、より

拡張する。また、既に地域にある「おやじの会」等を活用する 

② 地区の中で防災リーダーが育つ、あるいは継承されていく環
境を作る 

③ 地区の特徴に応じて住民自身が準備する防災対策とは別
に、行政側から「避難所運営の標準マニュアル」等を提供す

る 

④ 自主防災組織の活動が地区内で広がっていくための支援
を、行政側がどのように行うかを整理し、効果的に実践する

関係を構築していく必要がある。 

・世田谷区の火災延焼の危険性と初期消火に失敗した場合

の深刻な影響（区内の消防力と道路閉塞を考えると、消防

車両の到着は相当遅れる） 

・避難所に対する誤解（十分な備蓄品やスペースはない） 

・避難所が地区防災の拠点となることの理解不足 

・「避難所は避難者自身が運営する」という原則の理解 

・町会加入率のアップ 

・地区住民全員の安否確認方法 

・避難所の拡充（公的施設の避難所指定） 

⑤ 発災時の自主防災組織の活動を行政側から支援する取組
の一層の強化が必要（実災害の教訓を踏まえた避難所運営

訓練等） 

⑥ 各家庭や自主防災組織で、災害への備えが進むよう、公費
で補助する（耐震強化） 
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III 地区における課題と今後の取り組み  

 

1．用賀地区における課題  
平成２６年～２８年と防災塾を実施し、地区が抱える防災の課題を「住民・事業者（教

育機関を含む）・区」のそれぞれの立場で抽出し、地区防災計画に記載すべき事項として整

理した。 
 

検討項目 分類 課題 

防
災
塾
の
結
果
か
ら 

住民の 

視点 

住民自身 ① 普段の交流がない（例：高層マンションの住民との交流） 
② 防災意識の欠如（地区にある消火器の位置を把握していな
い。資機材の使用方法を理解していない） 

③ 既に地域にある組織（おやじの会等）を災害時に上手く利用
できていない 

④ 避難所運営におけるリーダー的存在が必要 

⑤ 避難所に避難しないで済むための備え（備蓄品、耐震工事
等）が必要 

⑥ 避難所の役割を理解していない（避難所は、情報や物資の
拠点。避難者が自立的に運営する仕組みづくりが必要） 

⑦ 町会の加入率が低く、安否情報が限られる 

⑧ 訓練の参加者が少ない（訓練に参加せず、慣れていない為
救助方法によっては二次被害の危険性がある） 

⑨ 火災延焼予防の対策（消火器設置、ブレーカーを落とす避
難する等） 

⑩ 地区住民単位で安否情報の共通 

⑪ 訓練内容の工夫（現状はマニュアル読んで終わり） 
⑫ 避難所運営方法を理解していない（中には、お客様のように
避難して来る住民がいる） 

対事業者 

（教育機関を

含む） 

① 地域に対する意識が低い 

② 安否確認等の協力体制 

③ 防災教育の推進 

対行政 ① 道路整備（避難経路を中心に） 
② 町会加入への指導 

③ 耐震強化等の補助金の支援 

④ 同意者名簿や要配慮者支援の整備 

⑤ 避難所ルールは、それぞれの避難所で考えるのではなく、
区としての指針を示す 

⑥ 研修・訓練の支援 

事業者の 

視点 

事業者自身 ① 地域の情報をあまり知らない 

対住民 ① 町会、事業者等が連携した防災体制の構築 

対行政 ① 避難所になっていない公的施設（公園、学校等）を避難所と
して開放し、数を増やす 
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(4) 自助・共助・公助のバランス  
災害時に命を守るためには、「自助、共助、公助」のバランスが取れた仕組みが望まれ

る。 
特に「共助」については、行政との連携が重要になってくる。今後は、より実践的な訓

練を行い、防災知識を身に付けるため、住民・事業者単独では実施が難しい専門的な研修・

訓練の実施などを行政に働きかけていく。 
【自助・共助・公助】 
・「自助」は（２）で挙げた普段の備えを実践 
・「共助」は（１）で挙げた地区のコミュニティ形成のほか、東京都の方で作成した東

京防災（黄色い本）の活用 
・「公助」は行政による広報（住民の自主的な取り組み）や研修・訓練の支援ほか、名簿の整   

  備 
 
2.2 地区全体の安全の確保と被害が広がらないための対策  
 
(1) 初期消火  
発災時の初期消火は、被害の拡大を抑えることができるため、可能な範囲で初期消火に

あたる。そのため、日頃から訓練等を通して経験することがいざという時に有効である。 
【自助・公助】  
・訓練の推進、日頃の周知徹底、消火訓練への積極的な参加 
・火災が起きた場合に周囲に伝えるための訓練 
・街路消火器の設置や場所の把握（例：砧公園に大きな水ため等）  
・一家に一台消火器の設置や定期的なメンテナンス 
・普段から火災の危険がある場所を把握 
・火災を出さないための取り組み（ブレーカーを落として避難する訓練、通電火災予防

のための感震ブレーカー（簡易型）設置等） 
 

2.3 助かった人の命と健康が守られること  
 

(1) 避難所で生活しないですむための対策  
避難所は、自宅に居住できなくなった被災者を一時的に受け入れ保護するための場所で

あるほか、物資の集積、情報の拠点という役割がある。しかし、避難所に行けば何とかな

ると考えている住民の方が多いほか、避難所の数が足りておらず、多くの避難所で人が溢

れることが想定される。そのため、自宅で居住の継続ができる状況であれば、在宅避難を

する。また、配給された物資は、避難所に避難している人だけでなく、在宅避難している

人にも公平に行き渡るよう、考慮する。 
 【自助・共助・公助】  
・避難所のあり方を理解する （在宅避難の推進） 
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2．今後の取り組み  
検討してきた結果を分析して、次に示す３つの柱に整理し、用賀地区の方針として定め

て地区防災力の向上に取り組んでいく。 

 
2.1 命を守ること  
 
(1) 地区のコミュニティ  
命を守るために最も重要なことは、「コミュニティ」であり、お互いを知ることである。

これは、他の課題にも共通している。しかし、町会の加入率は低く、地区のコミュニティ

が希薄化しているのが現状である。町会のほか、既に地域にある組織をうまく活用して、

日頃から近隣住民や地域等とのコミュニティを形成し、防災対策の向上に取り組むことが

大切である。 
【自助・共助・公助】  
・町会加入率のアップ（行政と地区が連携して加入率を上げる） 
・既にある町会や団体等の組織を活用した防災対策（「おやじの会」等を活用した要配

慮者の把握） 
・町会でない方にも防災情報が行き渡る仕組みづくり（防災マップの配布） 
・顔の見える関係づくり（日頃からの近所付き合い、防災塾の参加） 
・住民、事業者、区、相互の協力体制（交流の場の拡張） 
 

(2) 普段の備え  
これまでの災害では、家屋の倒壊や家具の転倒による圧死、窒息死が多く、事前の備え

で生死が決まる。また、倒壊した建物から救出され生き延びることができた人の約 8割が、
家族や近所の住民等によって救出されている。そのため、日頃から自分たちで対策や備え

を徹底していく。 
【自助・共助・公助】 
・倒壊家屋から助け出すための道具の確保、操作訓練（チェーンソーやバール等） 
・家の中の安全性を高めるための家具の転倒防止対策や安全ゾーンの設置 
・耐震診断と耐震強化の実施・助成制度の利用 
・研修や訓練の参加（二次災害の防止、防災対策の無関心層の取り込み） 
 

(3) 情報収集  
発災時には、電話等が繋がらず、情報が錯綜し、正確な情報を収集することが困難にな

ることが想定される。どのよう情報発信・収集の手段があるのかを把握し、安否確認情報

や地域の避難所情報など正しい情報を共有する。 
【自助・共助・公助】  
・災害用伝言ダイヤル（１７１）、災害用伝言板（Web １７１） 
・伝言板・掲示板を設置するなど、家族や近隣住民間の情報交換 
・地元の情報（エフエム世田谷や SNS、防災メールの登録、防災無線の活用） 
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(4) 自助・共助・公助のバランス  
災害時に命を守るためには、「自助、共助、公助」のバランスが取れた仕組みが望まれ

る。 
特に「共助」については、行政との連携が重要になってくる。今後は、より実践的な訓

練を行い、防災知識を身に付けるため、住民・事業者単独では実施が難しい専門的な研修・

訓練の実施などを行政に働きかけていく。 
【自助・共助・公助】 
・「自助」は（２）で挙げた普段の備えを実践 
・「共助」は（１）で挙げた地区のコミュニティ形成のほか、東京都の方で作成した東

京防災（黄色い本）の活用 
・「公助」は行政による広報（住民の自主的な取り組み）や研修・訓練の支援ほか、名簿の整   

  備 
 
2.2 地区全体の安全の確保と被害が広がらないための対策  
 
(1) 初期消火  
発災時の初期消火は、被害の拡大を抑えることができるため、可能な範囲で初期消火に

あたる。そのため、日頃から訓練等を通して経験することがいざという時に有効である。 
【自助・公助】  
・訓練の推進、日頃の周知徹底、消火訓練への積極的な参加 
・火災が起きた場合に周囲に伝えるための訓練 
・街路消火器の設置や場所の把握（例：砧公園に大きな水ため等）  
・一家に一台消火器の設置や定期的なメンテナンス 
・普段から火災の危険がある場所を把握 
・火災を出さないための取り組み（ブレーカーを落として避難する訓練、通電火災予防

のための感震ブレーカー（簡易型）設置等） 
 
2.3 助かった人の命と健康が守られること  

 
(1) 避難所で生活しないですむための対策  
避難所は、自宅に居住できなくなった被災者を一時的に受け入れ保護するための場所で

あるほか、物資の集積、情報の拠点という役割がある。しかし、避難所に行けば何とかな

ると考えている住民の方が多いほか、避難所の数が足りておらず、多くの避難所で人が溢

れることが想定される。そのため、自宅で居住の継続ができる状況であれば、在宅避難を

する。また、配給された物資は、避難所に避難している人だけでなく、在宅避難している

人にも公平に行き渡るよう、考慮する。 
 【自助・共助・公助】  
・避難所のあり方を理解する （在宅避難の推進） 
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2．今後の取り組み  
検討してきた結果を分析して、次に示す３つの柱に整理し、用賀地区の方針として定め

て地区防災力の向上に取り組んでいく。 

 
2.1 命を守ること  
 
(1) 地区のコミュニティ  
命を守るために最も重要なことは、「コミュニティ」であり、お互いを知ることである。

これは、他の課題にも共通している。しかし、町会の加入率は低く、地区のコミュニティ

が希薄化しているのが現状である。町会のほか、既に地域にある組織をうまく活用して、

日頃から近隣住民や地域等とのコミュニティを形成し、防災対策の向上に取り組むことが

大切である。 
【自助・共助・公助】  
・町会加入率のアップ（行政と地区が連携して加入率を上げる） 
・既にある町会や団体等の組織を活用した防災対策（「おやじの会」等を活用した要配

慮者の把握） 
・町会でない方にも防災情報が行き渡る仕組みづくり（防災マップの配布） 
・顔の見える関係づくり（日頃からの近所付き合い、防災塾の参加） 
・住民、事業者、区、相互の協力体制（交流の場の拡張） 
 

(2) 普段の備え  
これまでの災害では、家屋の倒壊や家具の転倒による圧死、窒息死が多く、事前の備え

で生死が決まる。また、倒壊した建物から救出され生き延びることができた人の約 8割が、
家族や近所の住民等によって救出されている。そのため、日頃から自分たちで対策や備え

を徹底していく。 
【自助・共助・公助】 
・倒壊家屋から助け出すための道具の確保、操作訓練（チェーンソーやバール等） 
・家の中の安全性を高めるための家具の転倒防止対策や安全ゾーンの設置 
・耐震診断と耐震強化の実施・助成制度の利用 
・研修や訓練の参加（二次災害の防止、防災対策の無関心層の取り込み） 
 

(3) 情報収集  
発災時には、電話等が繋がらず、情報が錯綜し、正確な情報を収集することが困難にな

ることが想定される。どのよう情報発信・収集の手段があるのかを把握し、安否確認情報

や地域の避難所情報など正しい情報を共有する。 
【自助・共助・公助】  
・災害用伝言ダイヤル（１７１）、災害用伝言板（Web １７１） 
・伝言板・掲示板を設置するなど、家族や近隣住民間の情報交換 
・地元の情報（エフエム世田谷や SNS、防災メールの登録、防災無線の活用） 
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・避難所以外に、地域にある児童館等を一時的に逃げ込める場所として開放（児童館、

図書館等） 
・家族が７日間以上生活できる備蓄品の備え（食料、飲料水、簡易トイレ等） 
・在宅避難所している方の物資供給や災害情報伝達の仕組みづくり（行政側から避難所

運営の標準マニュアル等の提供） 
・避難所の開設・閉鎖を行政で把握し、地区と情報共有する仕組みづくり 

 
(2) 避難所運営の強化  
避難生活では、狭いスペースに大勢の人が一緒に生活することで体を窮屈にして過ごす

ことが多く、肉体的・精神的疲労が蓄積することで震災関連死につながるほか、感染症の

問題もある。その中で、避難所を円滑に運営していくためには、地域住民、事業者（学校

等）、区の三者があらかじめ共通認識を持ち、顔の見える協力体制づくりを図ることが必

要不可欠である。 
【自助・共助・公助】 
・感染症対策（インフルエンザ、ノロウィルス、食中毒など）を防ぐための衛生面の管

理、水やトイレの衛生管理 
・時間の経過とともに避難者等の健康維持 
・ストレスの軽減（リラックス効果のために避難所内で音楽を流す） 
・避難所運営強化に向けた避難所運営マニュアルや体制づくりの構築 
・行政との連携（要請方法、情報の共有等） 
・避難所運営訓練の実施（避難所運営訓練の時間を変えてシミュレーション、クレーム

対応の実践） 
・避難者自身で自主的に避難所運営ができる仕組みづくり（動ける人にはボランティア

として活動してもらうなど） 
・外国人や視聴覚障害等、コミュニケーション弱者に配慮した運営 
※過去の災害で避難者が自主的に運営した避難所では復興が早かった 

 
(3) 避難所運営組織のリーダー 

発災時に防災活動をするうえで、如何にしてリーダーシップを取っていくかが課題であ

る。リーダーの権限を確立するほか、より実践的な訓練を進めていく。 
【自助・公助】 
・防災の知識を身に付けるための研修や訓練の実践（リーダーの育成） 
・リーダー権限の確立（避難所ルールの決定、明確な方針等） 
・防災教育の推進  
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・避難所以外に、地域にある児童館等を一時的に逃げ込める場所として開放（児童館、

図書館等） 
・家族が７日間以上生活できる備蓄品の備え（食料、飲料水、簡易トイレ等） 
・在宅避難所している方の物資供給や災害情報伝達の仕組みづくり（行政側から避難所

運営の標準マニュアル等の提供） 
・避難所の開設・閉鎖を行政で把握し、地区と情報共有する仕組みづくり 

 
(2) 避難所運営の強化  
避難生活では、狭いスペースに大勢の人が一緒に生活することで体を窮屈にして過ごす

ことが多く、肉体的・精神的疲労が蓄積することで震災関連死につながるほか、感染症の

問題もある。その中で、避難所を円滑に運営していくためには、地域住民、事業者（学校

等）、区の三者があらかじめ共通認識を持ち、顔の見える協力体制づくりを図ることが必

要不可欠である。 
【自助・共助・公助】 
・感染症対策（インフルエンザ、ノロウィルス、食中毒など）を防ぐための衛生面の管

理、水やトイレの衛生管理 
・時間の経過とともに避難者等の健康維持 
・ストレスの軽減（リラックス効果のために避難所内で音楽を流す） 
・避難所運営強化に向けた避難所運営マニュアルや体制づくりの構築 
・行政との連携（要請方法、情報の共有等） 
・避難所運営訓練の実施（避難所運営訓練の時間を変えてシミュレーション、クレーム

対応の実践） 
・避難者自身で自主的に避難所運営ができる仕組みづくり（動ける人にはボランティア

として活動してもらうなど） 
・外国人や視聴覚障害等、コミュニケーション弱者に配慮した運営 
※過去の災害で避難者が自主的に運営した避難所では復興が早かった 

 
(3) 避難所運営組織のリーダー 

発災時に防災活動をするうえで、如何にしてリーダーシップを取っていくかが課題であ

る。リーダーの権限を確立するほか、より実践的な訓練を進めていく。 
【自助・公助】 
・防災の知識を身に付けるための研修や訓練の実践（リーダーの育成） 
・リーダー権限の確立（避難所ルールの決定、明確な方針等） 
・防災教育の推進  
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【資料 ２】用賀地区防災ナビ 
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【資料 １】用賀地区防災マップ 
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【資料 ２】用賀地区防災ナビ 
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【資料 １】用賀地区防災マップ 
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